
納付期限３月31日㈫ 国民健康保険料第10期、後期高齢者医療保険料・介護保険料第９期の普通徴収

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
７
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
同
一
生
計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
31
万
円
未
満
の
人

※
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
45
万
円
未
満
の
人

◦
税
務
署
に
確
定
申
告
す
る
人

◦
勤
務
先
な
ど
か
ら
市
役
所
に
給
与

支
払
報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
な

ど
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
人

申
告
に
必
要
な
物　

本
人
確
認
書
類
、

個
人
番
号
確
認
書
類
、
公
的
年
金

ま
た
は
給
与
の
源
泉
徴
収
票
、
医

療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封

申
告
方
法

　

電
子
申
告
、
郵
送
ま
た
は
直
接

電子申告は
こちら

８
年
度
市
・
府
民
税
の
申
告
は

３
月
16
日
㈪
ま
で

　

市
役
所
で
税
務
署
分
の
確
定
申
告

の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
門
真

税
務
署
の
申
告
会
場
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

と
き　

３
月
16
日
㈪
ま
で
の
平
日

　

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
〜

５
時

※
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
申
告
期
間

は
個
別
に
指
定

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人　

８
年
１
月
１
日

現
在
、
市
在
住
の
人

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
国
民
健

康
保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の

申
請
に
所
得
証
明
や
課
税
証
明
が

必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

◆
期
限
後
の
申
告
は
次
の
こ
と
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

◦
個
人
市
・
府
民
税
の
税
額
決
定
、

納
税
通
知
書
の
送
付

◦
課
税
（
所
得
）
証
明
書
の
発
行
時

期
◦
課
税
（
所
得
）
証
明
書
へ
の
申
告

内
容
の
反
映

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

原
付
バ
イ
ク
、
軽
自
動
車
な
ど
の

名
義
変
更
・
廃
車
の
手
続
き
は

４
月
１
日
㈬
ま
で

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎

年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
ま
た
は

使
用
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２

日
以
降
に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続

き
を
し
て
も
、
そ
の
年
度
分
は
課
税

さ
れ
、
払
い
戻
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

手
続
き
が
必
要
な
場
合

◦
譲
渡
（
名
義
変
更
）
し
た

◦
盗
難
や
解
体
な
ど
で
車
両
が
な
く

な
っ
た

◦
転
出
な
ど
で
定
置
場
が
変
わ
っ
た

※
住
民
票
の
異
動
と
は
別
に
申
告
が

必
要

◦
所
有
者
が
死
亡
し
た

◆
市
役
所
で
手
続
き
す
る
場
合

申
告
で
き
る
車
種

◦
１
２
５
㏄
以
下
の
原
動
機
付
自
転

車
◦
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

◦
小
型
特
殊
自
動
車

◦
ミ
ニ
カ
ー

申
告
に
必
要
な
も
の

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、
標
識
交
付

証
明
書
（
申
告
済
証
）
、
本
人
確

認
書
類

※
代
理
申
請
の
場
合
、
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類

※
市
在
住
の
人
に
譲
渡
し
た
場
合
、

双
方
の
氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日

・
連
絡
先
が
必
要
。
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
は
継
続
使
用
可

※
盗
難
に
あ
っ
た
場
合
、
警
察
へ
盗

難
届
を
提
出
の
う
え
市
役
所
で
手

続
き
が
必
要

※
標
識
交
付
証
明
書
（
申
告
済
証
）

を
紛
失
し
た
場
合
、
車
台
番
号
の

石
刷
り
が
必
要

◆
そ
の
ほ
か
の
車
種
の
申
請
先

　

手
続
方
法
は
事
前
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

軽
自
動
車
（
軽
三
輪
・
軽
四
輪
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
高
槻
支
所

　

（
高
槻
市
大
塚
町
４
‐
20
‐
１
）

　

☎
０
５
０（
３
８
１
６
）１
８
４
１

軽
二
輪
（
１
２
５
㏄
超
）
、
二
輪
の

小
型
自
動
車
（
２
５
０
㏄
超
）

　

近
畿
運
輸
局
大
阪
運
輸
支
局

　

（
寝
屋
川
市
高
宮
栄
町
12
‐
１
）

　

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
５
８

問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
４

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

特
別
徴
収
仮
徴
収
額

　

４
、
６
、
８
月
に
公
的
年
金
か
ら

天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
る
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
仮
徴
収
額
は
、

８
年
２
月
と
同
じ
額
で
す
。
支
払
い

手
続
き
は
不
要
で
す
。
特
別
徴
収
を

希
望
し
な
い
人
は
口
座
振
替
に
変
更

で
き
ま
す
。

問
合
先

【
特
別
徴
収
に
関
す
る
こ
と
】

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

【
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と
】

　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

持
ち
物

　

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
な
ど
の
本

人
確
認
書
類
、
母
子
健
康
手
帳
な

ど
出
産
予
定
日
が
確
認
で
き
る
も

の
※
出
産
後
に
届
出
す
る
人
で
出
産
の

事
実
を
市
役
所
で
確
認
で
き
る
場

合
は
母
子
健
康
手
帳
は
不
要

届
出
方
法

　

届
出
書
を
持
参
ま
た
は
郵
送

※
届
出
書
は
市
民
課
窓
口
で
配
布
。

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可

届
出
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
‐
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
︲
５
︲
５　

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
‐
８
５
８
５

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

産
前
産
後
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
の
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

多
胎
妊
娠
の
場
合
、
出
産
予
定
日

ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ

月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金
保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

産
前
産
後
の
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、

保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て
年

金
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

対
象　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

で
、
出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１

日
以
降
の
人

届
出
時
期

　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら

カ
ド
マ
と
タ
ク
ミ
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ

モ
ア
イ
の
乾
杯
ｖ
ｏ
ｌ
．
34

　

「
モ
ア
イ
の
乾
杯
」
と
カ
ド
マ
と

タ
ク
ミ
が
コ
ラ
ボ
開
催
し
ま
す
。

と
き　

３
月
15
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ　

ト
ラ
イ
ア
ル
パ
ー
ク

※
雨
天
中
止

問
合
先　

地
域
整
備
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
６
３

空
き
家
セ
ミ
ナ
ー
・
個
別
相
談
会

　

空
き
家
に
な
ら
な
い
た
め
の
事
前

対
策
な
ど
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま

す
。
空
き
家
に
ま
つ
わ
る
相
続
や
税

金
な
ど
に
つ
い
て
事
前
に
対
策
を
考

え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
セ
ミ
ナ
ー
後
、

個
別
相
談
会
も
受
け
付
け
ま
す
。

と
き

　

３
月
19
日
㈭

①
空
き
家
セ
ミ
ナ
ー
…
午
前
10
時
～

11
時
10
分

※
受
付
は
午
前
９
時
30
分
か
ら

②
個
別
相
談
会
…
午
前
11
時
15
分
～

11
時
45
分

と
こ
ろ

　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

定
員　

①
20
名
②
組
数
制
限
あ
り

※
い
ず
れ
も
申
込
順
。
申
込
状
況
に

よ
り
相
談
時
間
が
15
分
以
内
に
な

る
場
合
あ
り
。
個
別
相
談
会
の
み

の
参
加
は
不
可
。
当
日
参
加
は
空

き
状
況
に
よ
り
可
能

費
用

　

無
料

申
込
方
法

　

３
月
12
日
㈭
ま
で
に
電
話
ま
た
は

メ
ー
ル

主
催

　

門
真
市
・
大
阪
府
宅
地
建
物
取
引

業
協
会

共
催

　

大
阪
の
住
ま
い
活
性
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
申
込
・
問
合
先

　

都
市
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
２
３
８

　

 tos02@city.kadoma.osaka.jp

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

　

計
量
法
に
基
づ
き
、
有
効
期
間
（

８
年
）
を
満
了
す
る
水
道
メ
ー
タ
ー

の
取
替
工
事
を
順
次
進
め
て
い
ま
す
。

３
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

桑
才
町
・
ひ
え
島
町
・
三
ツ
島
３

～
６
丁
目
の
各
一
部

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

※
不
在
で
も
取
り
替
え
る
場
合
あ
り

施
工
業
者　

㈱
星
和
建
設
工
業

　

千
石
東
町
３
８
︲
５

　

☎
０
７
２（
８
１
２
）５
１
２
０

費
用　

無
料

　

市
職
員
を
装
っ
た
訪
問
販
売
、
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
合
先　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

　引っ越しや結婚などの
ライフイベントに応じた
手続きをオンラインで調
べることができます。質
問に答えると必要な手続
きや持ち物などを確認で
きます。市ホームページ
や市公式LINEから利用
できます。
問合先
　ICT推進課
　☎０６(６９０２)５７９３

門真市手続き
ナビはこちら

門真市手続きナビサイト門真市の物価高騰対策
65歳以上の人

内容　１人5000円分（1000円券５枚）の
JCBギフトカードを送付
対象　本市に住民登録がある65歳以上の人
届け時期　３月５日㈭〜４月上旬
配送方法　ゆうパックで対面受取
届け先　住民票上の住所

申�請方法　
　２月にお知らせが届いた人は申請不要

※届いていない人は窓口またはQRコード
より申請が必要。３月１日㈰から受付開
始
受取期限　５月29日㈮まで
問合先　高齢者おでかけ応
　援事業事務局
　☎０６(６９０２)５８２６
　☎０６(６９０２)６２８４

妊婦および18歳以下の人
内容　１人5000円のお米クーポンまた

は食料品セット
※食料品セットの内容はECサイトか

ら選択
対象　本市に居所を有している妊婦お

よび18歳以下の人
受付期間　３月26日㈭～６月25日㈭
交換期限　９月25日㈮まで
問合先
　大阪府子ども・大学生等食費支援事

業コールセンター
　☎０１２０(４７９)２０８
　こども政策課
　☎０６(６９０２)６０９５

申請はこちら 申請はこちら

保

険

税

金

ま
ち
づ
く
り

年

金

上
下
水
道
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